
施設名 応募者数 指定候補者として選定した団体 選定理由(選定委員会の意見) 選定経過及び公募を行わなかった場合はその理由 問合せ先

【名称】
　西宮市立鳴尾東留守家庭児童育
成センター
【所在地】
　西宮市上田中町１番１４号
ほか２７箇所

非公募
社会福祉法人西宮市社会福祉協
議会
西宮市染殿町８番１７号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性等
について審議を重ね、評価基準にもとづいて
総合的に評価した結果、左記の団体を選定す
るに至った。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会　平成２３年　９月２２日
第２回委員会　平成２３年１０月　７日
第３回委員会　平成２３年１０月１４日

【非公募の理由】
　すべての留守家庭児童育成センターを公募
制に切り替えることは、現在の指定管理者が雇
用する職員の雇用の継続性という点で問題が
生じるため、従前どおり一部を公募することとし
た。

【名称】
　西宮市立香櫨園留守家庭児童育
成センター
【所在地】
　西宮市中浜町３番１５号

4
公益財団法人神戸ＹＭＣＡ
神戸市中央区加納町２丁目７番１５
号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性等
について審議を重ね、評価基準にもとづいて
総合的に評価した結果、左記の団体が総合評
点で最も優れていた。
特に管理運営実施計画の中で利用者の「要
望・苦情に対する体制」や「人員配置・人材養
成」にかかる提案の評価が高かった。

募集要項の配布：平成２３年７月２５日～８月２
６日
質疑の受付：平成２３年７月２５日～８月５日
申請書類提出期間：平成２３年８月２２日～８月
２６日
〔選定委員会開催〕
第１回委員会　平成２３年９月２２日
第２回委員会　平成２３年１０月７日
第３回委員会　平成２３年１０月１４日

【名称】
　西宮市立上ケ原南留守家庭児童
育成センター
【所在地】
　西宮市上ケ原九番町２番９３号

3
社会福祉法人西宮市社会福祉協
議会
西宮市染殿町８番１７号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性等
について審議を重ね、評価基準にもとづいて
総合的に評価した結果、左記の団体が総合評
点で最も優れていた。
特に管理運営事業方針の中の「地域との連
携」や管理運営実施計画の中の「児童の安全
管理」にかかる提案の評価が高かった。

同上

【名称】
　西宮市立段上西留守家庭児童育
成センター
【所在地】
　西宮市段上町２丁目８番２４号

5
社会福祉法人西宮市社会福祉協
議会
西宮市染殿町８番１７号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性等
について審議を重ね、評価基準にもとづいて
総合的に評価した結果、左記の団体が総合評
点で最も優れていた。
特に管理運営事業方針の中の「地域との連
携」や管理運営実施計画の中の「児童の安全
管理」にかかる提案の評価が高かった。

同上
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施設名 応募者数 指定候補者として選定した団体 選定理由(選定委員会の意見) 選定経過及び公募を行わなかった場合はその理由 問合せ先

【名称】
　西宮市立鳴尾留守家庭児童育成
センター
【所在地】
　西宮市鳴尾町５丁目４番６号

3
社会福祉法人三光事業団
西宮市小松西町２丁目６番３０号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性等
について審議を重ね、評価基準にもとづいて
総合的に評価した結果、左記の団体が総合評
点で最も優れていた。
特に管理運営実施計画の中で「利用者の要
望・苦情に対する体制」や「障害のある児童や
成育上心配のある児童への援助方針」にかか
る提案の評価が高かった。

募集要項の配布：平成２３年７月２５日～８月２
６日
質疑の受付：平成２３年７月２５日～８月５日
申請書類提出期間：平成２３年８月２２日～８月
２６日
〔選定委員会開催〕
第１回委員会　平成２３年９月２２日
第２回委員会　平成２３年１０月７日
第３回委員会　平成２３年１０月１４日

【名称】
　西宮市立塩瀬児童センター
【所在地】
　西宮市名塩新町１番地

非公募
社会福祉法人西宮市社会福祉事
業団
西宮市上甲子園５丁目７番２１号

団体の概要・財務状況等、管理運営事業方
針、管理運営実施計画、収支計画の妥当性に
ついて審議を重ね、評価基準にもとづいて総
合的に評価した結果、左記の団体を選定する
に至った。

〔選定委員会開催〕
第１回委員会　平成２３年　９月２２日
第２回委員会　平成２３年１０月　７日
第３回委員会　平成２３年１０月１４日

【非公募の理由】
　児童館・児童センターについては、運営主体
のあり方を西宮市社会福祉審議会の児童福祉
専門分科会において、「全て直営」「全て指定
管理」「現状を継続」の３案で検討されたが、さ
らに今後２年間は現状のままモニタリングすると
の結論を得たため。

【名称】
　西宮市立山口児童センター
【所在地】
　西宮市山口町下山口４丁目１番８
号

非公募
社会福祉法人西宮市社会福祉事
業団
西宮市上甲子園５丁目７番２１号

同上 同上

子育て総合セン
ター
(0798)39-1521


